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「介護をよくする東京の会」第１０期5回事務局会議報告 
日 時：２０１9年8月7日（水）１0：１０～１１：３０ 

場 所：東京自治労連会議室 

出 席：久保（地評）、杉山（自治労連）、寺田（医労連）、芝宮（年金者組合）、及川（民医連）、

相川（社保協）、森永（全国ヘルパー連絡会）、西銘（医労連）、窪田（社保協） 

          下線は欠席   報告作成（窪田） 

＜報告事項＞ 

１、 第4回事務局会議報告 

  確認した。 

２、情勢報告等 

  8/3に中央社保協総会を開催した。11/10に2019年全国介護学習交流集会「介護保険２

０年、介護の現状と課題、改善方向を探る」を開催する。ただし同日、東京社保協は社保学校

を開催予定。介護問題で中央社保協として提言を出す予定。 

３、各団体からの報告 

民医連：当面の介護ウェーブの取り組みとして①介護保険の抜本改善を求める請願署名（社保

協、全労連、民医連）に取り組む。最終集約12/17。同時に介護ウェーブチラシを活

用②介護保険「施行２０年」調査として「制度に起因する困難事例」調査を行う③全

国介護学習交流集会への組織③11/11「介護・認知症なんでも無料電話相談」へ協力。 

     特定処遇改善加算については、加盟法人の中で取得の有無が生じている。介護以外

の事業所との給与格差ができてしまうため。 

自治労連：認識している以上にＡＩ導入が進んでいる。埼玉では生保面談で、三重では児相で

導入し始めた。自治体戦略2020に沿って、特に教育現場での徹底化が顕著で、教委

の意向を酌んだところに金銭的なインセンティブを与えている。そうしたことから、

本来の自治体職員のあり方を明確にする観点から「自治体業務へのＡＩ・ＩｏＴ・Ｒ

ＰＡなど新技術の導入への対応の基本点について（7/31付）」文書を中執名で出した。 

全ヘ連：事例をまとめる作業を開始。世田谷は法令違反以外生活支援の回数指導をしないと明

言したが、自主規制して届出件数は激減。総合事業などについて介護サービスネット

（事業者）、市民グループ、自治体関係者、社保協などで懇談する予定。事業者は総合

事業に関心はなく、住民は特養整備できれば安心と思っている。区長と懇談して、部

長は介護職の処遇改善で金を出すのは無理と言ったが、区長は重要な課題と受け止め

ていた。区内で総合事業実施は 8 事業者だが、市民実施のサービスは多数ある。国保

では区長会で足並みを揃えてやると言っている。独自に子ども分の減免はできない。

介護問題で懇談するのは「制度を知らないとできない」とためらう傾向がある。 

 

＜協議事項＞ 

1、介護保険制度改善などの当面の取り組みの重点について 

 １）各自治体との懇談・要請、国への意見書、などの取り組みなど 

  ①第７期事業計画の調査・検証 ②総合事業の状況把握 「卒業」の実態など 

 ２）今後の取り組みについて 

▽総会案の具体化など 

▽今後の体制について 相川⇒窪田（7月から）なお、相川は事務局で残る 

▽介護交流集会の検討 

   ①内容 学習・交流で開催 



  テーマは「介護保険の現状と課題」 

講演（林泰則氏、60分、現状とともに、今後の制度改悪によってどうなってゆくのか？）

地域・団体交流（介護認定の民間丸投げ実態、総合事業実態などを指定発言として、さら

に会場発言をしてもらう：豊島、大田、世田谷、新宿などに発言組織をする・・・自治労

連。前沢さん・・・社保協） 

 来年の制度改悪の内容や情勢？ 第８期事業計画など 

②時期 10月6日（日）午後  

日本医療労働会館、２階会議室。13時半から開催。会場準備は12時半から。 

参加費500円。資料代として、会場代がかからないので、講師謝礼の原資とする。 

 ビラの作成は窪田。8月中、なるべく早く。案内文とともに各議員団に送付する。 

＊詳細については次回検討。 

 ３）介護学習会の積極的な開催を 

   ・地元の事業所や団体などと共同開催 ・小規模学習など 

 ４）その他 

2、今後の活動計画と到達点 

当面及びの取り組みについて 

8月14日（水） 巣鴨駅宣伝行動 11時～12時 巣鴨駅 

9月14日（土） 巣鴨地蔵通り入口11時～13時 

（1） 介護認知症なんでも相談 2019年11月11日（月） 地評会議室 

相談員：民医連 名、全へ連3名、自治労連 名 

 （2）秋の日程 

   10月17日（木） 憲法・いのち・社会保障を守る10.17国民集会（日比谷野音） 

10月25日（金） 年金フェスタ（一揆） 

10月25日（金） 憲法25条を守り、活かそう共同行動（お茶の水駅） 

11月10日（日） 介護全国学習交流集会 全労連会館（岡崎祐司佛教大教授） 

11月23日（土） 地域医療を守る全国運動交流集会 

 

次回会議：9月１１日（水） １０時～  場所：労働会館4階・自治労連会議室 
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8月度事務局団体会議・報告 
2019年 8月 19日                    消費税廃止東京各界連絡会 

 情勢など 

 １０月１日増税に向けてこの８、９月が正念場になります。全国各界連の提起も受けて取

り組みを強めましょう。 

 軽減税率補助金は想定の４割、ポイント還元参加店は１割台にとどまる。一方レジメーカ

ーは納品が９月末までに間に合わない状況で注文にストップをかけている。このまま実施さ

れれば大混乱は必至。高齢の小規模事業者などは対応を諦めて廃業を検討も。最後まで増税

中止を求める声を届けていくことが重要になっています。またたとえ実施されても短期間で

元に戻す運動を行なっていきましょう。日本ではかつて取引高消費税を１年４か月で廃止さ

せた歴史もあります。商売と暮らしを破壊する消費税増税を中止させましょう。 

 

一 定例宣伝 

※大塚駅定例宣伝 8月 19日（月）参加６団体 11名 署名 14筆 ティッシュ・チラシ 

 

二 この間の取りくみ 

・国会議員要請行動  8 月 1 日（木）10：00～ 衆議院第 2 議員会館 第 7 会議室 

（なくす会）8/16 に国会議員要請行動。５人訪問。選挙後怒りを持って各地での街頭宣伝

にでている。 

（東京自治労連）税理士を講師に消費税学習会  

 

 

三 確認・討議事項 

全国各界連の提起 

（1） 8 月・9 月を「やっぱりダメ消費税 10％ 真夏の大行動」として、宣伝行動や要請

行動など、多彩な取り組みを呼びかけます。10％ストップ！ネットをはじめ消費税

増税に反対する広範な団体と共同した行動を行い、消費税増税「中止」の声を津々

浦々まで広げましょう。地元国会議員への要請行動や 9 月議会への請願などを行い

ましょう。 

 

（2） 10％ストップ！ネットは下記日程の通り、8 月 1 日に国会議員要請を行います。各

界連はこの行動に共同して取り組みます。首都圏を中心に行動への参加をお願いし

ます。国会議員への要請では、10％ストップ！ネットが作成した要請書を活用しま

す。 

 

（3） 9 月 12 日に行う 10％ストップ！ネット主催の国会内集会に、各界連として参加を

呼びかけます。あわせて、この間集めたすべての消費税署名を結集して、消費税増

税「中止」の民意を示すことが確認されました。10％ストップ！ネット署名以外
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の、消費税署名の結集もお願いします。各署名の要請項目ごとに集約を行い、署名

数を記載して、署名ごとにひもでとじて、9 月 5 日（木）までに取り扱い団体へ郵

送してください。 

 
【ストップ！ネットの日程】 
・国会内集会  9 月 12 日（木）13：30～ 衆議院第２議員会館 多目的会議室 

 ※上記の要領で集約した署名を積み上げます。 

 

 

※決まったこと 

1、８月９月の「やっぱりダメ消費税 10％ 真夏の大行動」の提起を受けて、各団体・地域

各界連に宣伝・署名・議員要請などの行動をよびかけます。 

2、９月１２日のネットワーク国会要請行動に署名を集中し、各団体からの大勢の参加を呼

びかけます。東京各界連として当日東京選出国会議員への要請行動も計画します。署名

は当日持参していただくか、東商連へお送りください。 

3、10月以降、東京各界連として、消費税増税のくらしへの影響、福祉・年金・教育財源

論を打ち破るための学習会（総会）を計画していきます。 

 

 

四 次回の宣伝・署名行動、事務局団体会議等 

1、事務局団体会議  ・・・  9月 24日（月） 13時 45分～14時 45分 

           場所：労働会館            

2、定例宣伝（大塚駅）・・・   9月 24日（月） 12時 00分～12時 45分  

 

 

五 その他 今後の運動方向などについて 

 今後の運動方向については、当面９月末までは増税中止の署名・宣伝行動に全力

を上げます。各地域支部などにある 10％中止の署名（ネット・各界連などすべて）

は９月１２日の国会提出行動に持ち寄るようにしてください。１３日以降は東商連

お送りください。 

１０月１日以降の増税実施いかんによりますが、野党共闘の発展などもふまえ、

10％ストップネットの存続・発展が議論され、全国各界連としても請願項目を「税

率をもとに戻せ」などとした新たな署名等も提起されると思います。全国方針が示

されたところで東京各界連としても今後の運動方針を相談していきたいと思いま

す。 
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消費税への不安が、消費者心理に

表れています。内閣府が発表した 7

月の消費動向調査では、消費者心理

を示す消費者態度指数が 10カ 月連

続で落ち込み続けています (右 グラ

フ)。 増税を前にした各社の駆け込み

値上げにより、食料品など生活必需

品が高騰 しています。しかし、賃金

は物価の上昇に追いついておらず、

年金制度など社会保障への不安も重

なって、節約志向につながっている

のです。

゛
〉げずごずがずず゙ヾヾ ヾげずずずす01ご

内閣府発表消費動向調査より作成

いま各社の世論調査でも、消費税増税反対の声が多数となっています (下

記円グラフ)。 増税により、生活が大変になるという国民の切実な声が反映さ

れています。

臨時国会開会後、与党は 10月 まで消費税について議論すら行わずに消費税

増税を強行しようとしています。国民の切実な声に耳を傾け、消費税増税の

是非について臨時国会や委員会の閉会中審査を開いて徹底審議を行 うことを

求めましょう。そして消費税増税は「中止」を決断させましょう。

消費者態度指数の推移

増税 1年前となる 18年 10月

から下がり続ける消費者心理

消費税増税について各社世論調査結果

菫賛成 □反対

共同通信 世論調査 (7月 22,23日 実施)よ り

霧賛成 目反対

日経新聞 世論調査 (7月 26～ 28日 実施)よ

驚賛成 口反対

世論調査 (8月 3,4日 実施)よ り

消費税廃止各界連絡会
東京都 目自 23613全 商連内

電話 03(3987)3230
F患 03(3988)0821 趙 晰 轟
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イ ンボイス とは ?

消費税率 10%への引き上げと同時に、複数税率が導入されます。事業者は

8%と 10%の複数税率に対応した、請求書や領収書が求められます。これがイ
ンボイス (適格請求書)です。インボイスは税務署に登録した課税事業者のみ

発行が認められてお り、免税事業者は発行できません。インボイスのない取

引は仕入税額控除の対象とはならず、取引先の消費税納税額が増えるため、

発行できない免税業者は

取引からのツト除が危惧さ

れています (右図参照)。

インボイスを発行するた

めには小規模で儲かって

いなくても課税事業者に

なって納税しなければな

らなくなります。

消費税の納税の仕組み

インポイスを発行できる課税業者との取引では】

り上げ時にもらえる消費税

100

仕入れ 経費で

80

で払

インポイスを発行できない免税業者との取引では…】仕入税額を控除できません :

す る

20

納税する消費税額

100

売り上げ時にもらえる消費税

100

※インボイス制度は 2023年 10月 から本格実施の予定です

また区分記載請求書やインボイスはこれまでの

請求書に加えて記載事項が増えます (右図参照)。

申告のための帳簿も同様に税率ごとに分けた記載

を求められるなど、事務負担が増加します。

政府が推進する「働き方改革」では、フリーラ

ンスによる働き方や副業を推奨していますが、イ

ンボイスの導入により、こうした働き方を選択す

る人たちにも負担が押し付けられます。今回の消

費税増税を中止することで、複数税率の導入とイ

ンボイス制度の導入もあわせてス トップすること

ができます。ご二緒に消費税増税中止を求めまし

ょう。
国税庁パンフレット「よくわかる軽減税率制度」より

個人事業主:ァ リ■ランネの方を中心にSNSでイーンボイスー市」度が話題にならています。寄せ
|られて01)る 声を紹介します
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適格請求書

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

② 取3年月日

③ 取31内容 (軽減税率の対象品目である旨)

④ 税率ごとに区分して合計した対価の額 (税抜き又は

税込み)及び適用税率

⑤ 税率ごとの消費税額等 喘 数処理は一請求書当たり、

税率ごとに1回すつ)

⑥ 書類の交1寸を受ける事業者の氏名又は名称

偏茫疋蕩再
「

/⑥
請
藤房

11月 分  131,200円

②

B村 品名 金額

魚  ※  ヽ 5000円

豚肉 ※  陽 ら l Q000円

タオルセット 2,000円

合。T 12Q000霧 消費税11,200円

通鵬 率



「地方自治体への請願・陳情書・ひな形」(案 ) 2019/8/5

傍線部に、各自治体の名前や地方の状況をリアルに書き込むなどアレンジして活用してください。

「請願」か「陳l情」かは、自治体ごとに検討し、選択してください。

殿

2019年  月  日

陳1青団体名

代表者名

所在地

国に対 し「消費税増税中止を求める意見書」の提出を求める請願書

【請願 (陳1青)趣旨】

私たちの暮らしや地域経済はいま、大変深刻な状況です。8%への増税は、日本経済に深刻な爪

痕を残しています。国民生活基礎調査では、平均所得以下の世帯は 6割を超えています。さらに「生

活が苦しい」と回答した世帯は 5割以上にも上ります。しかし、増税後も社会保障は改善するどこ

ろか、年金カッ ト・医療 。介護など社会保障費負担増、生活保護賣の削減など改悪が続けられてい

ます。所得は物価の上昇に追いつかず、「これ以上節約するところがない」と悲鳴が上がっていま

す。近年多発する自然災害からの復興も道半ばとなっている地域もあります。私たちの町では、

という状況です。

政府は、2019年 10月の消費税率 10%への引き上げを強行する姿勢を崩していません。税率

10%への弓|き上げで 5.6兆円の増税となり、「軽減」分を差し引いても 4.6兆円=1世帯当たり 8

万円の増税という試算も出ています。このような状況で消費税を弓|き上げれば、前回消費税を引き

上げた時と同様に不況が再来してしまいます。

税率引上げと同時に導入される「軽減税率制度」にも、大きな問題があります。飲食料品と週 2

回以上発行の新聞代は税率 8%に据え置かれますが、すでに食料品をはじめ生活必需品など 800
品目以上がイ直上がりします。そして、2023年に導入される「インポイス (適格請求書)制度」は

地域経済を担う中小業者や政府が推進するフリーランスにとって大きな負担となり、免税業者が商

取弓Iから排除されるという重大な問題があります。両制度とも周知は徹底されておらず、消費者、

事業者を問わず混乱は必至です。

そもそも消費税は、所得の少ない人ほど負担が重く、貧困と格差を拡大する根本的な欠陥を持つ

税制です。増税されるたびに消費税の新規発生滞納額が増え、国税滞納額に占める消費税の割合が

高くなつているのはその証拠です。

日本国憲法は、応能負担原則に則つた税制の確立を要請しています。

消費税に頼らずに税金の集め方、使い方を見直して、大企業や富裕層を優遇する不公平税制をた

だすべきです。軍事費や不要不急の大型公共工事への歳出を減らし、くらしや社会保障、地域経済

振興優先に税金を使い、内需主導で家計をあたためる経済政策をとるべきです。そうすれば、社会

保障制度の拡充も、財政再建の道も開かれます。

私たちは、住民の暮らし、地域経済、地方自治体に深亥」な打撃を与える消費税増税を中止するこ

とを強く求めます。

以上の趣旨から下記事項について請願 (陳情)いたします。

[請願事項 ]

―、2019年 10月の消費税率 10%への弓lき上げ中止を求める意見書を政府に送付 して

いただくこと



目安額 地　方 現 行 目安額 答申額 上乗額 引上率 答申日 発効日

東　京 985 1,013 1,013 0 2.8% 8月5日 10月1日

神奈川 983 1,011 1,011 0 2.8% 8月5日 10月1日

大　阪 936 964 964 0 3.0% 8月5日 10月1日

28 愛　知 898 926 926 0 3.1% 8月5日 10月1日

埼　玉 898 926 926 0 3.1% 8月5日 10月1日

千　葉 895 923 923 0 3.1% 8月5日 10月1日

京　都 882 909 909 0 3.1% 8月5日 10月1日

兵　庫 871 898 899 1 3.2% 8月5日 10月1日

静　岡 858 885 885 0 3.1% 8月8日 10月4日

三　重 846 873 873 0 3.2% 8月5日 10月1日

広　島 844 871 871 0 3.2% 8月5日 10月1日

滋　賀 839 866 866 0 3.2% 8月7日 10月3日

27 栃　木 826 853 853 0 3.3% 8月5日 10月1日

円 茨　城 822 849 849 0 3.3% 8月5日 10月1日

長　野 821 848 848 0 3.3% 8月8日 10月4日

富　山 821 848 848 0 3.3% 8月5日 10月1日

山　梨 810 837 837 0 3.3% 8月5日 10月1日

北海道 835 861 861 0 3.1% 8月7日 10月3日

岐　阜 825 851 851 0 3.2% 8月5日 10月1日

福　岡 814 840 841 1 3.3% 8月5日 10月1日

奈　良 811 837 837 0 3.2% 8月9日 10月4日

群　馬 809 835 835 0 3.2% 8月9日 10月4日

岡　山 807 833 833 0 3.2% 8月6日 10月1日

石　川 806 832 832 0 3.2% 8月6日 10月1日

福　井 803 829 829 0 3.2% 8月8日 10月4日

新　潟 803 829 830 1 3.4% 8月9日 10月4日

和歌山 803 829 830 1 3.4% 8月5日 10月1日

26 山　口 802 828 829 1 3.4% 8月9日 10月4日

円 宮　城 798 824 824 0 3.3% 8月5日 10月1日

香　川 792 818 818 0 3.3% 8月5日 10月1日

徳　島 766 792 793 1 3.5% 8月5日 10月1日

福　島 772 798 798 0 3.4% 8月5日 10月1日

島　根 764 790 790 0 3.4% 8月1日 10月1日

愛　媛 764 790 790 0 3.4% 8月5日 10月1日

山　形 763 789 790 1 3.5% 8月5日 10月1日

岩　手 762 788 790 2 3.7% 8月8日 10月4日

秋　田 762 788 790 2 3.7% 8月7日 10月3日

大　分 762 788 790 2 3.7% 8月5日 10月1日

熊　本 762 788 790 2 3.7% 8月5日 10月1日

青　森 762 788 790 2 3.7% 8月8日 10月4日

宮　崎 762 788 790 2 3.7% 8月9日 10月5日

長　崎 762 788 790 2 3.7% 8月7日 10月3日

26 佐　賀 762 788 790 2 3.7% 8月6日 10月3日

円 高　知 762 788 790 2 3.7% 8月8日 10月4日

沖　縄 762 788 790 2 3.7% 8月6日 10月3日

鳥　取 762 788 790 2 3.7% 8月9日 10月4日

鹿児島 761 787 790 3 3.8% 8月7日 10月3日

874 901 901 0 3.1% 47 47

地域最低賃金2019年答申額
全国労働組合総連合調べ　2019年８月19日15:30

Ａ

円

Ｂ

Ｃ

Ｄ

加重平均

※ 網かけは上乗せ答申した地方



自
治

体

仙
台

市

さ
い

た
ま

市

千
葉

市

横
浜

市

新
潟

市

静
岡

市

名
古

屋
市

京
都

市

①
特

別
軽

減
…

「保
険

料
の

減
額

」が
適

用
さ

れ
て

い
な

い
世

帯
で

、
平

成
30

年
中

の
所

得
の

合
計

が
「6

6
万

円
＋

（
3
5
万

円
×

被
保

険
者

数
）
」
以

下
の

世
帯

②
2割

減
免

…
「保

険
料

の
減

額
」が

適
用

さ
れ

て
い

な
い

世
帯

で
、

平
成

30
年

中
の

所
得

の
合

計
が

「6
6万

円
＋

(3
5
万

円
×

被
保

険
者

数
)」

以
下

の
世

帯
③

3割
減

免
（障

害
・寡

婦
・寡

夫
）…

平
成

30
年

12
月

31
日

現
在

、
障

害
者

の
方

(障
害

者
手

帳
・愛

護
手

帳
の

交
付

を
受

け
て

い
る

方
等

)ま
た

は
寡

婦
・
寡

夫
の

方
の

う
ち

、
次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

方
、

ア
、

当
該

被
保

険
者

の
平

成
30

年
中

の
所

得
が

12
5万

円
以

下
で

あ
る

。
イ

、
「
保

険
料

の
減

額
」
の

う
ち

、
「
均

等
割

額
の

2
割

の
減

額
」
が

適
用

さ
れ

て
い

る
世

帯
に

属
し

て
い

る
。

④
3割

減
免

（高
齢

者
）…

平
成

30
年

12
月

31
日

現
在

、
65

歳
以

上
の

方
の

う
ち

、
次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

方
、

ア
、

 ・
当

該
被

保
険

者
の

平
成

3
0
年

中
の

所
得

が
3
5
万

円
以

下
で

あ
る

。
イ

、
「保

険
料

の
減

額
」の

う
ち

、
「均

等
割

額
の

2割
の

減
額

」が
適

用
さ

れ
て

い
る

世
帯

に
属

し
て

い
る

。
⑤

独
自

控
除

…
扶

養
家

族
が

い
る

方
、

障
害

者
の

方
、

寡
婦

（夫
）の

方
は

「所
得

－
基

礎
控

除
(3

3万
円

)」
か

ら
さ

ら
に

次
の

表
の

金
額

を
「
独

自
控

除
額

」
と

し
て

差
し

引
き

ま
す

。
独

自
控

除
の

適
用

を
受

け
る

に
は

、
確

定
申

告
や

市
県

民
税

に
お

い
て

、
対

象
と

な
る

控
除

の
申

告
が

必
要

で
す

。
ア

、
障

害
者

控
除

の
対

象
で

な
い

扶
養

家
族

が
い

る
場

合
 そ

の
扶

養
家

族
1人

に
つ

き
33

万
円

 、
イ

、
障

害
者

控
除

の
対

象
で

あ
る

扶
養

家
族

が
い

る
場

合
 そ

の
扶

養
家

族
1
人

に
つ

き
8
6
万

円
 、

ウ
、

障
害

者
控

除
（
本

人
分

）
、

寡
婦

（夫
）控

除
を

申
告

し
て

い
る

場
合

 9
2万

円

[所
得

に
応

じ
た

保
険

料
の

減
額

]前
年

中
の

世
帯

総
所

得
金

額
が

以
下

の
基

準
額

に
該

当
す

る
世

帯
は

、
世

帯
総

所
得

金
額

に
応

じ
て

、
被

保
険

者
均

等
割

額
及

び
世

帯
別

平
等

割
額

を
７

割
、

５
割

、
２

割
軽

減
、

２
割

減
免

（市
独

自
）し

ま
す

。
ま

た
、

上
記

軽
減

・減
免

の
適

用
を

受
け

な
い

世
帯

の
う

ち
、

所
得

2
0
0
万

円
未

満
の

世
帯

に
対

し
て

、
従

来
の

市
独

自
１

割
減

免
の

経
過

措
置

を
適

用
を

し
ま

す
。

（減
免

割
合

：８
％

）

[子
ど

も
が

い
る

世
帯

に
対

す
る

減
免

]（
申

請
不

要
）【

対
象

者
】1

9歳
未

満
（前

年
12

月
31

日
時

点
）の

被
保

険
者

が
賦

課
期

日
現

在
に

お
い

て
同

一
の

世
帯

に
い

る
世

帯
主

（国
民

健
康

保
険

に
加

入
し

て
い

る
世

帯
主

に
限

る
）

【減
免

内
容

】次
の

金
額

を
世

帯
主

の
基

準
総

所
得

金
額

か
ら

控
除

し
て

保
険

料
の

所
得

割
額

を
算

定
し

ま
す

。
な

お
、

控
除

す
る

金
額

は
、

世
帯

主
の

基
準

総
所

得
金

額
を

限
度

と
し

ま
す

。
※

16
歳

未
満

の
被

保
険

者
１

人
に

つ
き

33
0,

00
0円

、
※

16
歳

以
上

19
歳

未
満

の
被

保
険

者
１

人
に

つ
き

1
2
0
,0

0
0
円

国
保

加
入

者
に

、
障

が
い

者
手

帳
を

交
付

さ
れ

て
い

る
人

が
い

る
と

き
。

母
子

家
庭

・父
子

家
庭

で
、

一
定

の
条

件
に

該
当

す
る

場
合

な
ど

公
私
の
扶
助
（
生
活
保
護
、
就
学
援
助
）
を
受
け
て
い
る
場
合

被
爆

者
減

額
…

被
爆

者
健

康
手

帳
を

お
持

ち
の

方
（初

回
に

減
額

が
適

用
さ

れ
る

と
，

翌
年

度
以

降
，

申
請

の
必

要
が

あ
り

ま
せ

ん
。

）

政
令
指
定
都
市
の
国
保
料
（税

）独
自
軽
減
策

※
「旧

被
扶

養
者

の
減

免
」「

災
害

被
害

者
」「

失
業

等
に

よ
っ

て
今

年
の

所
得

見
込

み
額

が
急

激
に

減
少

」「
収

監
さ

入
れ

て
い

る
」
な

ど
を

除
き

自
治

体
独

自
に

条
例

・
規

則
な

ど
で

規
定

し
て

実
施

し
て

い
る

減
免

制
度

独
自

制
度

の
概

要

[農
作

物
に

被
害

が
あ

っ
た

方
]冷

害
や

干
害

な
ど

に
よ

り
、

農
作

物
の

損
害

額
（支

払
い

を
受

け
た

農
作

物
共

済
金

額
を

控
除

し
た

額
）
が

平
年

の
収

入
の

1
0
分

の
3
以

上
で

、
前

年
中

の
所

得
が

1,
00

0万
円

以
下

の
方

が
対

象
[子

育
て

世
帯

の
減

免
]（

申
請

不
要

）4
月

1日
時

点
で

18
歳

未
満

の
被

保
険

者
ま

た
は

4月
2日

以
降

に
出

生
し

た
被

保
険

者
が

世
帯

に
い

る
場

合
は

、
そ

の
被

保
険

者
の

均
等

割
額

の
3割

相
当

分
が

減
免

。
た

だ
し

、
賦

課
限

度
超

過
額

が
あ

る
世

帯
は

、
均

等
割

額
3割

相
当

の
金

額
か

ら
賦

課
限

度
超

過
額

を
差

し
引

い
た

金
額

が
減

免
。

低
所

得
の

た
め

生
活

困
窮

…
世

帯
の

前
年

所
得

と
現

年
見

込
所

得
、

及
び

預
貯

金
額

が
基

準
（単

身
世

帯
所

得
1
3
0
万

円
・
預

貯
金

基
準

6
5
万

円
、

複
数

世
帯

所
得

2
0
0
万

円
・

預
貯

金
基

準
10

0万
円

）以
下

で
あ

る
よ

う
な

低
所

得
の

た
め

生
活

困
窮

し
て

い
る

場
合

、
均

等
割

が
1割

減
額

各
自

治
体

の
Ｈ

Ｐ
か

ら
東

京
社

保
協

作
成



神
戸

市

岡
山

市

北
九

州
市

熊
本

市

多
子

…
 前

年
の

世
帯

の
所

得
が

30
0万

円
以

下
で

、
所

得
割

が
賦

課
さ

れ
、

18
歳

未
満

の
子

等
を

国
保

の
同

世
帯

に
2
人

以
上

扶
養

す
る

場
合

  
1
8
歳

未
満

の
子

等
2
人

目
か

ら
1人

に
つ

き
、

最
高

33
万

円
に

所
得

割
料

率
を

乗
じ

て
得

た
額

を
所

得
割

額
か

ら
減

免

①
1割

軽
減

…
世

帯
（住

民
票

登
録

上
で

の
１

世
帯

）の
国

民
健

康
保

険
加

入
者

３
名

以
上

、
且

つ
世

帯
の

基
準

総
所

得
額

が
１

０
０

万
円

以
下

の
世

帯
は

、
保

険
料

の
１

割
相

当
額

を
減

免
。

ま
た

「法
定

軽
減

制
度

（7
・5

・2
割

軽
減

）」
と

合
わ

せ
て

適
用

で
き

ま
す

。
そ

の
場

合
は

、
法

定
軽

減
制

度
を

適
用

し
て

、
算

出
し

た
保

険
料

の
1
割

相
当

額
を

減
免

し
ま

す
。

①
 年

間
所

得
の

見
込

み
額

が
、

33
万

円
以

下
の

と
き

、
均

等
割

額
・平

等
割

額
の

5割
を

減
免

。
②

 年
間

所
得

の
見

込
み

額
が

、
33

万
円

に
そ

の
世

帯
の

国
民

健
康

保
険

加
入

者
及

び
特

定
同

一
世

帯
所

属
者

1
人

に
つ

き
2
8
万

円
を

加
え

た
額

以
下

の
と

き
、

均
等

割
額

・
平

等
割

額
の

3割
を

減
免

。
③

年
間

所
得

の
見

込
み

額
が

、
33

万
円

に
そ

の
世

帯
の

国
民

健
康

保
険

加
入

者
及

び
特

定
同

一
世

帯
所

属
者

1
人

に
つ

き
5
1
万

円
を

加
え

た
額

以
下

の
と

き
、

均
等

割
額

・
平

等
割

額
の

1.
5割

を
減

免
。

④
神

戸
市

独
自

の
所

得
控

除
…

ア
、

 「
障

害
者

」ま
た

は
「寡

婦
（夫

）」
26

 万
円

×
該

当
す

る
人

数
、

イ
、

同
居

特
別

障
害

者
5
3
 万

円
×

該
当

す
る

人
数

、
ウ

、
障

害
者

ま
た

は
寡

婦
（夫

）で
住

民
税

非
課

税
措

置
が

適
用

さ
れ

て
い

る
人

92
 万

円
、

エ
、

国
保

加
入

者
の

う
ち

平
成

30
 年

1
2
 月

3
1
 日

時
点

で
1
8
 歳

以
下

の
子

ど
も

3
3
 万

円
×

該
当

す
る

人
数 ⑤

平
成

30
年

度
か

ら
の

負
担

緩
和

措
置

（申
請

不
要

）平
成

30
 年

度
の

保
険

料
算

定
方

法
変

更
に

よ
る

負
担

を
緩

和
す

る
た

め
、

ア
、

令
和

元
年

度
の

保
険

料
率

で
算

定
し

た
保

険
料

の
額

（新
方

式
）と

、
イ

、
平

成
29

 年
度

の
保

険
料

率
で

算
定

し
た

保
険

料
の

額
（最

高
限

度
額

は
令

和
元

年
度

の
額

を
適

用
す

る
）
（
旧

方
式

）
と

の
差

額
を

70
％

減
じ

て
、

保
険

料
を

計
算

し
ま

す
。

（最
高

限
度

額
を

超
え

る
場

合
は

、
緩

和
措

置
が

適
用

さ
れ

な
い

こ
と

が
あ

り
ま

す
）

⑥
一

部
負

担
金

減
免

世
帯

の
減

免
…

生
活

困
窮

に
よ

り
医

療
費

の
一

部
負

担
金

が
減

額
・免

除
さ

れ
た

世
帯

（
減

額
・
免

除
さ

れ
た

期
間

の
み

）
以

下
の

基
準

に
応

じ
て

所
得

割
額

、
均

等
割

額
、

平
等

割
額

を
そ

れ
ぞ

れ
減

免
す

る
。

[基
準

減
免

割
合

]一
部

負
担

金
が

免
除

・5
 割

、
一

部
負

担
金

が
減

額
・
3
 割

①
就

学
援

助
…

就
学

援
助

を
受

け
て

い
る

者
の

属
す

る
世

帯
 均

等
割

額
の

40
％

、
平

等
割

額
の

40
％

ま
で

を
減

免
②

児
童

扶
養

手
当

…
児

童
扶

養
手

当
の

支
給

を
受

け
て

い
る

者
の

属
す

る
世

帯
 均

等
割

額
の

40
％

、
平

等
割

額
の

4
0
％

ま
で

を
減

免
③

授
業

料
減

免
…

岡
山

県
立

高
等

学
校

授
業

料
減

免
に

関
す

る
規

則
の

規
定

に
よ

る
高

校
授

業
料

の
減

免
を

受
け

て
い

る
又

は
こ

れ
に

準
ず

る
と

認
め

ら
れ

る
者

の
属

す
る

世
帯

 均
等

割
額

の
40

％
、

平
等

割
額

の
40

％
ま

で
を

減
免

④
被

爆
者

手
帳

…
被

爆
者

健
康

手
帳

を
有

す
る

者
の

属
す

る
世

帯
 均

等
割

額
の

40
％

、
平

等
割

額
の

40
％

ま
で

を
減

免



※
概
算
に
よ
る
試
算
で
す
の
で
、
実
際
と
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
試
算
の
根
拠
…

#
R
E
F
!

人
。
内
４
０
歳
か
ら
６
４
歳
は

#R
E
F
!

人
と
し
た
。

16
歳
未
満
の
子
ど
も
　
　
2　
　
　
人

#R
E
F
!

円
。

年
収

#R
E
F
!

円

所
得
に

占
め
る

割
合

国
保
料

（税
）年

額
医
療
分

方
式

支
援
分

方
式

介
護
分

方
式

所
得
に
占

め
る
割
合

国
保
料

（税
）年

額
医
療
分

方
式

支
援
分

方
式

介
護
分

方
式

千
代

田
17
.1
3
4
5
5
,5
3
2
3
15
,5
62

2
88
,9
69

2
51
,0
01

2
札

幌
市

19
.2
7
5
1
2
,4
6
3

33
3,
36
4

3
10
1,
39
1

3
77
,7
08

3

中
央

18
.4
0
4
8
9
,5
4
3
3
28
,5
25

2
1
01
,3
92

2
59
,6
26

2
仙

台
市

18
.0
8
4
8
0
,8
2
8

29
5,
16
1

3
10
3,
02
9

3
82
,6
38

3

港
18
.4
2
4
9
0
,0
0
9
3
28
,5
25

2
1
01
,3
92

2
60
,0
92

2
さ
い
た
ま

市
16
.4
2
4
3
6
,7
8
3

29
2,
98
3

2
78
,4
33

2
65
,3
67

2

新
宿

18
.7
9
4
9
9
,7
9
5
3
28
,5
25

2
1
01
,3
92

2
69
,8
78

2
千

葉
市

16
.0
6
4
2
7
,2
4
5

26
2,
46
6

3
93
,5
72

3
71
,2
07

3

文
京

18
.5
7
4
9
3
,9
7
0
3
28
,5
25

2
1
01
,3
92

2
64
,0
53

2
川

崎
市

18
.1
0
4
8
1
,3
6
1

30
5,
61
0

2
10
2,
64
4

2
73
,1
07

2

台
東

18
.8
6
5
0
1
,6
5
9
3
28
,5
25

2
1
01
,3
92

2
71
,7
42

2
横

浜
市

14
.7
5
3
9
2
,3
1
8

25
3,
56
3

2
76
,0
44

2
62
,7
11

2

墨
田

18
.7
3
4
9
8
,1
6
4
3
28
,5
25

2
1
01
,3
92

2
68
,2
47

2
相
模
原
市

15
.1
6
4
0
3
,1
8
5

24
7,
24
5

3
92
,9
30

3
63
,0
10

3

江
東

18
.8
1
5
0
0
,2
6
1
3
28
,5
25

2
1
01
,3
92

2
70
,3
44

2
新

潟
市

17
.5
4
4
6
6
,5
6
0

27
0,
08
0

3
11
0,
03
0

3
86
,4
50

2

品
川

18
.6
6
4
9
6
,3
0
0
3
28
,5
25

2
1
01
,3
92

2
66
,3
83

2
静

岡
市

16
.2
2
4
3
1
,3
3
3

23
9,
85
4

3
10
0,
39
0

3
91
,0
89

2

目
黒

18
.5
1
4
9
2
,3
3
9
3
28
,5
25

2
1
01
,3
92

2
62
,4
22

2
浜

松
市

18
.1
6
4
8
2
,9
4
7

30
2,
02
2

3
11
0,
05
5

3
70
,8
70

3

大
田

18
.9
6
5
0
4
,4
5
5
3
28
,5
25

2
1
01
,3
92

2
74
,5
38

2
名
古
屋
市

15
.6
5
4
1
6
,2
9
2

27
5,
46
2

2
83
,6
26

2
57
,2
04

2

世
田

谷
18
.8
8
5
0
2
,1
2
5
3
28
,5
25

2
1
01
,3
92

2
72
,2
08

2
京

都
市

18
.0
5
4
8
0
,0
1
6

29
0,
07
8

3
10
7,
41
9

3
82
,5
19

3

渋
谷

18
.6
1
4
9
4
,9
0
2
3
28
,5
25

2
1
01
,3
92

2
64
,9
85

2
大

阪
市

18
.9
3
5
0
3
,5
7
2

30
3,
20
9

3
10
9,
22
5

3
91
,1
38

3

中
野

18
.6
6
4
9
6
,3
1
7
3
25
,2
51

2
1
00
,3
90

2
70
,6
76

2
堺

市
19
.1
6
5
0
9
,7
6
6

30
2,
65
5

3
10
6,
15
5

3
10
0,
95
6

2

杉
並

18
.8
9
5
0
2
,5
9
1
3
28
,5
25

2
1
01
,3
92

2
72
,6
74

2
神

戸
市

16
.6
2
4
4
2
,0
8
0

27
3,
81
2

3
10
8,
78
6

3
10
4,
30
2

3

豊
島

18
.8
6
5
0
1
,6
5
9
3
28
,5
25

2
1
01
,3
92

2
71
,7
42

2
岡

山
市

18
.5
2
4
9
2
,5
0
5

31
4,
18
5

3
10
3,
06
0

3
75
,2
60

3

北
18
.5
6
4
9
3
,7
3
7
3
28
,5
25

2
1
01
,3
92

2
63
,8
20

2
広

島
市

17
.8
2
4
7
3
,9
4
6

30
6,
33
6

3
93
,4
44

3
74
,1
66

3

荒
川

18
.6
5
4
9
6
,0
6
7
3
28
,5
25

2
1
01
,3
92

2
66
,1
50

2
北
九
州
市

17
.6
4
4
6
9
,2
9
4

28
4,
51
3

3
10
2,
51
0

3
82
,2
71

3

板
橋

18
.7
9
4
9
9
,7
9
5
3
28
,5
25

2
1
01
,3
92

2
69
,8
78

2
福

岡
市

18
.1
6
4
8
3
,1
6
7

29
2,
68
0

3
10
2,
84
2

3
87
,6
45

3

練
馬

18
.7
5
4
9
8
,8
6
3
3
28
,5
25

2
1
01
,3
92

2
68
,9
46

2
熊

本
市

20
.1
9
5
3
6
,9
4
5

36
0,
32
2

3
98
,2
91

3
78
,3
32

2

足
立

18
.8
2
5
0
0
,4
9
4
3
28
,5
25

2
1
01
,3
92

2
70
,5
77

2

葛
飾

18
.9
6
5
0
4
,2
2
2
3
28
,5
25

2
1
01
,3
92

2
74
,3
05

2
※
神
戸
市
は
独
自
の
計
算
方
法
で
緩
和
措
置
を
実
施

江
戸

川
19
.4
4
5
1
7
,0
4
3
3
44
,2
76

2
98
,0
95

2
74
,6
72

2

②
世
帯
の
年
間
所
得
は

①
国
保
加
入
人
数
は

2
0
1
9
年
度
（
平
成
3
1
年
度
）
国
保
料
（
税
）
　
東
京
2
3
区
と
政
令
指
定
都
市
の
比
較

（東
京
社
保
協
作
成
：各

自
治
体
Ｈ
Ｐ
よ
り
）



都道府県名 世帯数
滞納
世帯数

滞納
率

滞納額
(円)

差押数

滞納世帯
に

対する
差押率

差押金額
(円)

短期証交
付世帯数

資格書交付
世帯数

北海道 771,309 84,640 11.0 6,541,176,639 17,792 21.0 3,657,579,125 26,110 8,756

青森県 204,495 29,888 14.6 2,634,441,763 4,712 15.8 1,804,196,072 9,114 2,004

岩手県 176,218 15,687 8.9 1,409,685,777 3,339 21.3 1,241,587,731 4,758 171

宮城県 306,525 39,567 12.9 3,051,614,382 4,826 12.2 1,168,863,292 8,128 870

秋田県 142,653 15,854 11.1 1,376,408,962 1,534 9.7 341,115,357 5,422 1,734

山形県 142,761 14,821 10.4 1,456,538,993 2,648 17.9 657,548,758 4,847 511

福島県 268,628 47,586 17.7 3,222,362,770 13,224 27.8 4,590,510,828 7,736 2,953

茨城県 442,649 72,295 16.3 5,675,976,819 9,307 12.9 3,156,207,210 31,601 3,430

栃木県 291,880 40,992 14.0 5,024,960,698 7,246 17.7 1,957,302,450 12,410 6,098

群馬県 293,557 43,472 14.8 3,543,676,086 14,095 32.4 3,774,582,069 11,685 4,066

埼玉県 1,079,406 168,541 15.6 13,563,475,266 24,152 14.3 9,856,451,189 22,229 1,200

千葉県 934,392 141,337 15.1 13,639,213,771 15,171 10.7 6,940,184,736 53,940 10,140

東京都 2,185,514 487,424 22.3 41,847,933,523 40,394 8.3 8,602,025,509 74,076 24,281

神奈川県 1,264,542 217,479 17.2 13,794,055,602 23,246 10.7 6,877,732,849 61,056 6,876

新潟県 300,812 32,566 10.8 2,330,287,978 2,562 7.9 815,544,854 7,479 1,752

富山県 133,125 12,940 9.7 1,000,131,409 867 6.7 181,849,106 3,782 1,476

石川県 150,044 20,324 13.5 1,638,183,619 1,990 9.8 615,225,725 6,025 1,062

福井県 95,930 8,333 8.7 929,447,573 2,582 31.0 682,544,896 3,640 1,206

山梨県 125,139 12,914 10.3 1,208,825,390 2,062 16.0 366,727,076 6,634 1,267

長野県 292,859 27,343 9.3 2,369,236,657 5,651 20.7 1,679,510,430 6,749 331

岐阜県 280,607 35,650 12.7 3,185,517,944 3,371 9.5 305,174,414 10,059 1,612

静岡県 532,597 64,467 12.1 8,591,221,940 12,728 19.7 3,531,633,148 21,162 3,931

愛知県 990,778 126,304 12.7 8,826,181,112 17,058 13.5 4,337,658,981 23,960 4,798

三重県 247,127 41,325 16.7 2,891,020,828 3,393 8.2 1,530,120,748 6,261 4,384

滋賀県 177,071 21,766 12.3 1,475,696,948 2,527 11.6 604,641,768 8,742 608

京都府 370,305 34,603 9.3 2,807,617,133 5,887 17.0 1,387,993,678 15,504 3,827

大阪府 1,323,772 205,174 15.5 16,768,847,807 14,564 7.1 2,659,740,581 63,418 19,808

兵庫県 768,771 90,808 11.8 7,297,487,704 7,635 8.4 3,030,187,372 27,344 8,512

奈良県 195,126 21,793 11.2 1,655,933,078 1,692 7.8 418,332,351 9,135 291

和歌山県 160,602 16,708 10.4 1,478,480,951 2,304 13.8 943,130,057 6,387 2,130

鳥取県 77,369 8,582 11.1 679,485,855 944 11.0 106,073,312 3,670 540

島根県 100,563 6,912 6.9 518,621,160 845 12.2 213,495,700 2,197 487

岡山県 258,481 40,719 15.8 2,689,440,289 5,822 14.3 1,468,597,976 7,586 2,170

広島県 374,302 54,091 14.5 4,150,286,235 6,456 11.9 2,360,901,492 22,446 1,737

山口県 199,526 24,184 12.1 2,119,903,542 4,162 17.2 1,265,835,003 6,893 2,937

徳島県 102,253 11,186 10.9 938,124,262 430 3.8 109,124,821 5,848 862

香川県 133,984 18,784 14.0 1,390,031,934 2,008 10.7 160,974,461 7,459 2,008

愛媛県 205,871 24,636 12.0 1,708,659,994 1,461 5.9 270,154,367 7,317 2,207

高知県 114,090 10,383 9.1 876,051,742 2,528 24.3 538,225,795 5,913 1,484

福岡県 741,153 91,996 12.4 6,790,941,576 15,265 16.6 3,391,667,355 43,141 17,060

佐賀県 108,538 8,632 8.0 834,235,057 4,837 56.0 913,718,802 4,762 602

長崎県 219,704 22,609 10.3 2,049,020,633 7,176 31.7 1,386,577,414 8,992 850

熊本県 263867 45,787 17.4 3,011,328,748 4,581 10.0 573,533,533 17,934 1,424

大分県 165,596 20,491 12.4 1,119,783,857 2,856 13.9 802,089,285 8,261 2,410

宮崎県 172,674 24,650 14.3 1,736,083,134 7,923 32.1 1,650,702,513 10,751 1,342

鹿児島県 250,928 29,818 11.9 2,311,926,886 8,811 29.5 1,966,580,755 15,732 2,714

沖縄県 238,669 34,997 14.7 1,671,887,641 4,444 12.7 677,924,214 15,748 582

18,376,762 2,671,058 14.5 215,831,451,667 349,108 13.1 95,572,079,158 754,043 171,501

2018年度　都道府県別国民健康保険料滞納・差押状況

厚労省資料を基に東京社保協で作成

　※平成２９年６月１日現在又は平成２８年度における実績
　※出典：実施状況報告、予算関係資料、国民健康保健事業年報



保険者名
加入
世帯数

滞納
世帯数

滞納
率
（％）

滞納額(円)
差押件
数

滞納世
帯に対
する差押
率（％）

差押金額(円)
１件当たり
の差押額

短期被
保険者
証交付
世帯数

被保険
者資格
証明書
交付世
帯数

総計 2,185,514 487,424 22.3 41,847,933,523 40,394 8.3 8,602,025,509 212,953 74,076 24,281

２３区小計 1,553,147 398,243 25.6 36,107,334,688 18,103 4.5 4,925,148,276 272,063 63,262 22,855

２６市小計 616,722 86,073 14.0 5,621,713,291 21,996 25.6 3,651,550,312 166,010 10,256 1,387

町村小計 15,645 3,108 19.9 118,885,544 295 9.5 25,326,921 85,854 558 39

1 千代田区 7,812 2,116 27.1 145,354,720 21 1.0 8,387,841 399,421 348 116

2 中央区 21,680 5,692 26.3 562,914,579 276 4.8 38,747,238 140,389 998 307

3 港区 41,865 13,415 32.0 1,377,912,203 685 5.1 148,603,114 216,939 1,609 76

4 新宿区 78,833 21,843 27.7 2,167,924,054 588 2.7 181,800,829 309,185 5,499 2,478

5 文京区 32,618 8,536 26.2 643,539,604 110 1.3 36,986,618 336,242 252 1,355

6 台東区 37,944 12,678 33.4 962,602,082 1,327 10.5 285,385,241 215,060 3,362 499

7 墨田区 42,677 9,794 22.9 953,945,750 735 7.5 187,150,565 254,627 1 216

8 江東区 72,692 19,149 26.3 1,601,614,236 601 3.1 138,121,061 229,819 3,371 1,364

9 品川区 56,342 10,648 18.9 755,271,831 974 9.1 185,383,067 190,332 795 167

10 目黒区 44,961 11,826 26.3 1,096,604,360 674 5.7 157,039,211 232,996 1,934 277

11 大田区 102,891 31,236 30.4 2,175,392,530 995 3.2 259,516,234 260,820 2,219 714

12 世田谷区 139,247 26,215 18.8 3,663,259,937 2,850 10.9 948,875,673 332,939 157 95

13 渋谷区 43,352 11,941 27.5 1,379,405,643 228 1.9 119,686,485 524,941 710 52

14 中野区 65,568 18,453 28.1 1,467,099,579 1,060 5.7 226,824,569 213,985 5,117 942

15 杉並区 95,495 29,054 30.4 2,487,585,743 736 2.5 248,754,212 337,981 2,985 431

16 豊島区 63,547 18,880 29.7 1,569,657,012 1,024 5.4 255,167,353 249,187 5,275 2,142

17 北区 59,985 17,232 28.7 1,412,603,692 225 1.3 33,181,009 147,471 5,601 221

18 荒川区 38,214 10,640 27.8 706,788,455 464 4.4 103,398,667 222,842 2,513 694

19 板橋区 115,099 29,011 25.2 2,222,322,943 863 3.0 371,033,962 429,935 551 3,291

20 練馬区 107,013 22,382 20.9 2,277,117,721 1,010 4.5 309,243,903 306,182 5,124 3,390

21 足立区 111,393 34,360 30.8 2,963,946,018 372 1.1 134,060,072 360,377 7,960 3,370

22 葛飾区 73,749 14,341 19.4 1,754,044,849 812 5.7 436,516,977 537,582 3,100 467

23 江戸川区 100,170 18,801 18.8 1,760,427,147 1,473 7.8 111,284,375 75,549 3,781 191

24 八王子市 88,507 18,867 21.3 1,153,952,430 1,471 7.8 356,687,877 242,480 894 75

25 立川市 27,059 2,958 10.9 315,493,422 1,179 39.9 199,320,695 169,059 376 27

26 武蔵野市 21,904 4,927 22.5 192,727,360 288 5.8 36,206,376 125,717 429 27

27 三鷹市 27,316 2,856 10.5 241,435,794 1,321 46.3 196,538,990 148,780 291 27

28 青梅市 21,422 3,345 15.6 198,223,420 832 24.9 142,968,384 171,837 337 27

29 府中市 36,299 6,463 17.8 256,932,279 1,717 26.6 211,218,417 123,016 746 36

30 昭島市 16,972 1,996 11.8 152,363,924 762 38.2 163,864,489 215,045 282 1

31 調布市 33,289 3,354 10.1 337,450,037 1,309 39.0 193,146,888 147,553 1,855 41

32 町田市 61,394 4,567 7.4 576,694,429 1,375 30.1 313,927,998 228,311 134 862

33 小金井市 16,623 2,700 16.2 81,398,740 736 27.3 169,820,804 230,735 324 0

34 小平市 26,934 3,190 11.8 244,292,522 1,187 37.2 225,203,843 189,725 654 0

2018年度　国民健康保険料滞納状況等資料

厚生労働省データを基に東京社保協で作成

　※平成２９年６月１日現在又は平成２８年度における実績
　※出典：実施状況報告、予算関係資料、国民健康保健事業年報



保険者名
加入
世帯数

滞納
世帯数

滞納
率
（％）

滞納額(円)
差押件
数

滞納世
帯に対
する差押
率（％）

差押金額(円)
１件当たり
の差押額

短期被
保険者
証交付
世帯数

被保険
者資格
証明書
交付世
帯数

総計 2,185,514 487,424 22.3 41,847,933,523 40,394 8.3 8,602,025,509 212,953 74,076 24,281

２３区小計 1,553,147 398,243 25.6 36,107,334,688 18,103 4.5 4,925,148,276 272,063 63,262 22,855

２６市小計 616,722 86,073 14.0 5,621,713,291 21,996 25.6 3,651,550,312 166,010 10,256 1,387

町村小計 15,645 3,108 19.9 118,885,544 295 9.5 25,326,921 85,854 558 39

2018年度　国民健康保険料滞納状況等資料

厚生労働省データを基に東京社保協で作成

35 日野市 25,700 3,998 15.6 174,894,060 843 21.1 74,037,981 87,827 473 0

36 東村山市 22,707 2,661 11.7 226,561,095 610 22.9 119,892,771 196,546 55 0

37 国分寺市 16,837 1,097 6.5 100,295,217 535 48.8 59,345,682 110,927 283 0

38 国立市 11,301 1,335 11.8 53,881,462 544 40.7 50,976,241 93,706 52 4

39 福生市 11,498 1,828 15.9 134,872,190 882 48.2 101,985,755 115,630 603 47

40 狛江市 12,620 1,121 8.9 39,265,106 1,169 104.3 98,442,591 84,211 101 0

41 東大和市 12,591 966 7.7 110,388,335 651 67.4 92,899,008 142,702 231 0

42 清瀬市 11,430 2,017 17.6 121,228,207 269 13.3 30,824,553 114,589 327 0

43 東久留米市 17,544 2,138 12.2 126,277,375 1,021 47.8 178,038,357 174,376 254 0

44 武蔵村山市 11,111 2,552 23.0 117,812,762 736 28.8 262,773,034 357,029 266 0

45 多摩市 23,693 3,420 14.4 161,946,344 447 13.1 69,312,714 155,062 310 57

46 稲城市 11,337 845 7.5 45,513,660 369 43.7 31,763,641 86,080 234 29

47 羽村市 8,392 1,845 22.0 88,864,826 597 32.4 66,606,862 111,569 83 127

48 あきる野市 12,451 319 2.6 74,193,966 562 176.2 88,870,808 158,133 319 0

49 西東京市 29,791 4,708 15.8 294,754,329 584 12.4 116,875,553 200,129 343 0

50 瑞穂町 5,706 2,325 40.7 60,387,755 217 9.3 18,177,736 83,768 282 33

51 日の出町 2,661 94 3.5 14,930,825 25 26.6 2,128,853 85,154 60 0

52 檜原村 451 14 3.1 416,200 0 0.0 0 0 7 0

53 奥多摩町 961 21 2.2 1,113,600 0 0.0 0 0 6 0

54 大島町 1,807 222 12.3 14,992,700 0 0.0 0 0 94 0

55 利島村 57 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0

56 新島村 615 42 6.8 2,870,300 0 0.0 0 0 9 0

57 神津島村 480 11 2.3 751,600 0 0.0 0 0 1 0

58 三宅村 555 151 27.2 5,878,934 0 0.0 0 0 19 0

59 御蔵島村 64 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0

60 八丈町 1,659 217 13.1 15,877,830 53 24.4 5,020,332 94,723 69 6

61 青ヶ島村 32 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0

62 小笠原村 597 11 1.8 1,665,800 0 0.0 0 0 11 0

　※平成２９年６月１日現在又は平成２８年度における実績
　※出典：実施状況報告、予算関係資料、国民健康保健事業年報





奪

計
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・一

「憲法et、 のち・社会保障まもる10017国民集会」への

賛同と参加を―呼びかけます
「いつでも、どおでも、必要な時に、安全・安心の医療・介護が受け

られる」ことは、国民の最も切実な願いであると同時に、憲法で保障

された日本国民の権利です。

しかし、政府が6月 に閣議決定した経済財政運営と改革の基本方

針 (骨太の方針)では年金と介護は19年末までに改革案をまとめ、

医療は20年度の骨太の方針に改革案を示しました。その実態は社

会保障の切り捨てと自己責任の押し付けです。際限ない給付減と

負担増を迫り、医療費の削減ありきでベッド肖J減をゴリ押しすれば、
「入院患者の追い出し」や「入院難民」を増大させるのは必至です。

また、年金などの老後資金「2千万円不足」問題に端を発した老後

不安、消費税増税、憲法などを争点にたたかわれた参議院選挙では、
「改憲勢力」は非改選を含めた参議院全体で改憲発議のために必要

な3分の2の議席を害」り込みました。しかし、安倍首相は「改憲の議

論を進めよという国民の声をいただいた」と述べ、あくまで改憲をめ

ざす考えを強調し、野党への懐柔も示唆しました。

国民のいのちをまもり、健康的なくらしに責任を持つ私たち医療・

介護従事者は、いのちや人権を破壊する戦争には絶対反対です。

一人ひとりが人間として尊重され、健康に生き、働き、生活できる

社会を実現するために、「憲法守れ」の声と共同を大きく広げなけれ

ばなりません。

私たちは以下のフ点を願って集会を開催することとし、多くの市

民・団体にアピールし、政府に働きかけることにしました。皆様のご

賛同・ご参力0をこころから呼びかけます。

O国の責任で、いのちと人権が大切にされる社会保障の拡充

②医師、看護師、介護職員、保育士などの大幅増員・処遇改善

0患者・利用者の負担増ストップ !

0安全、安心の医療を保障する診療報酬の大幅引き上げを

0長時間労働なくし、安心して働き続けられる職場を

0医療・介護・福祉の充実で、安心して住み続けられる地域を

②憲法改悪反対 !戦争いやだ !平和なくして医療・介護・福祉なし

19年「憲法・いのち。社会保障まもる10・ 17国民集会J実行委員会

常盤橋
交差点

機

ll;14】]髯サ|:)ン
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富士屋ホテル

麺梅
マロニエゲート銀座

数寄屋橋交差点

ヽ
ヽ

′
“

10・ 17゛

国民集1会

銀座コース 14:30～ 16:30

匝憂目>西幸門交差点 >外堀通り

>数寄屋橋交差点 >有楽町交差点

>鍛冶橋交差点 >匝聖□

●着替え場所として「日比谷野外音楽堂」
にテントを設置しています。

●解散場所近くにも着替え場所を確保し■
ています。          ■

‐ ‐
‐ ______.‐ ・ 1・

・

・・

日比谷野外音楽堂までの交通のご案内

●東京メトロ丸ノ内線>「霞が関駅」B2出□より3分

●東京メトロ日比谷線、千代田線 >「日比谷駅」A14出 □より3分

●東京メトロ日比谷線 >「霞が関駅」A5出 □より4分、C4出□よウリ3分

●東京メトロ千代田線 >「霞が関駅」C4出□より3分

●都営地下鉄三田線 >「内幸町駅」A7出 □より3分

東京千代田区日比谷公園 TEL:03‐3591‐6388

鶴



沖縄とともに方を上げよう

茄191③月5回 [土]

12時3鰊開演 《¶2時開場》
鰈福生市民会館 大ホール
M入場無料

=

☆私鯉ぢ O②参のが
☆ら1 で3ん0鯉謄恭膠が続くのか

?

□銃口を下に向け市街地上空を飛行する横 田配備のCV-22オスプレイ 写真撮影 yokotajoho

プログラム

第 1部  平和のうたごえ

てぃ島多摩青年合唱団

第 2部 鼎談

いま 東京があぶないノ

戦争指令基地化を深める横田基地

☆布施 祐仁 (ジ ャーナリス ト)

☆在田 一忠 (市民交流集会実行委事務局長)

☆小柴 康男 (軍事情報アナリス ト)

第 3部 市民の声を届けよう

米軍・政府・ 自治体へ  行動を

第 4部 デモ行進 3:45～

横田基地へ抗議の声を
JR竃鶴線

主催 横田基地 もいらない !市民交流集会実行委員会 連絡先 08087217177岩 田



鼎談 魃靡 躙晰滲躙陽穆魃必

戦争指令憂地化を深める横田憂地

小柴 康男
軍事情報アナリスト

横□基地めぐり

「横田基地友好祭」にあわせ基地内を

見学します。

◎実施日 9月 14日 (土 )

◎集合時刻 午後 2時
◎集合場所 福生市民会館

◎参加費  200円 (資料代)

◎定員な し
※参加申込は必要ありません。当日お出

かけください。集合場所で基地の概要を

説明します。その後三々五々基地見学へ。

現地解散・自由行動。

※今回の基地めぐりは、 10月 5日 の

市民交流集会当日ではありません。

在田 ―忠
市民交流集会実行委事務局長

激変する横田基地の様相

2019年 7月 か ら第21特殊作戦中隊 として発足

従来に増 し激 しい訓練が懸念される

横田基地に航空宇宙戦略センター (AOC)

設置の計画が浮上、戦争指令基地への変貌

繰 り返されるC130Jの 編隊飛行、低空飛行訓練、

パラシュー ト降下訓練 連続する事故

無人偵察機グローバルホーク

配備の準備が着々と進行

|■ヽ :

布施 祐仁
ジャーナリスト

第 1部

鶉躙蝙儡踪麒覺

三多摩青年合唱団

12時 30分開演

鴨ヽ


	10月消費税10％ストップ！

